
（被保険者証兼高齢受給者証） 

 

令和４年８月から被保険者証と高齢受給者証が１枚になります 

 

 国民健康保険に加入している 70歳から 74歳までの方は、医療機関等を受診する際、

「被保険者証」と、負担割合が記載された「高齢受給者証」の 2枚が必要ですが、皆

様の利便性の向上を図るため、令和 4年 8月 1日から被保険者証と高齢受給者証が 1

枚になり、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」となる予定です。 

 

［令和 4年 7月 31日まで］ 

70歳から 74歳までの被保険者は、医療機関等を受診する際、被保険者証と高齢受

給者証の 2枚が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［令和 4年 8月 1日から］ 

被保険者証と高齢受給者証が一体化し、「被保険者証兼高齢受給者証」となり、 

1枚で受診できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 自己負担割合が記載されます。 

2. 大きさは被保険者証と同じサイズです。 

（高齢受給者証） 

（被保険者証）


